
「特定包括輸出許可及び特定包括役務取引許可申請の手続等について（お知らせ）」

の一部改正について

平成１４年２月１５日

貿 易 経 済 協 力 局

安全保障貿易審査課

「特定包括輸出許可及び特定包括役務取引許可申請の手続等について（お知らせ）」

（平成８年９月６日付け）の一部を下記のように改正し、平成１４年４月１日から実施す

る。

記

前文中「平成８年９月６日付け８貿局第３７６号輸出注意事項８第２２号」の次に「。

以下「特定包括許可運用」という。」を加える。

１の（１）の文中「また、輸出貿易管理令（昭和２４年政令第３７８号。以下「輸出

令」という。）別表第１の１６の項の中欄に掲げる貨物に係る特定包括輸出許可申請のと

き又は外国為替令（昭和５５年政令第２６０号。以下「外為令」という。）別表の１６の

項の中欄に掲げる技術に係る特定包括役務取引許可申請のときは安全保障貿易検査官室が

行う実地の調査は省略しますが、事後的にこれを行うことがあります。」を削る。

１の（２）の⑤の文中「若しくは１６」を削る。

１の（２）の⑦の文中「１の(4)の(ｲ)の(a)」を「特定包括許可運用の１の(4)の(ｲ)の

(a)」に、「１の(4)の(ﾛ)の(a)」を「特定包括許可運用の１の(4)の(ﾛ)の(a)」に、「並び

に需要者若しくは利用する者が再販売、再移転若しくは再輸出若しくは技術の再提供を行

う場合又は輸入者若しくは取引の相手方（輸入者と需要者が異なる場合又は取引の相手方

と利用する者が異なる場合）が、確定している需要者若しくは利用する者（需要者又は利

用する者の名称を記載）以外の者に再販売、再移転若しくは再輸出若しくは技術の再提供

を行う場合には、経済産業省の事前同意を得る」を「並びに需要者若しくは利用する者か

ら再販売、再移転若しくは再輸出若しくは技術の再提供を行うための事前同意を求められ

た場合又は輸入者若しくは取引の相手方（輸入者と需要者が異なる場合又は取引の相手方

と利用する者が異なる場合）から確定している需要者若しくは利用する者（需要者又は利

用する者の名称を記載）以外の者に再販売、再移転若しくは再輸出若しくは技術の再提供

を行うための事前同意を求められた場合には、経済産業省の事前同意を得る」に、「１の

(4)の(ｲ)の(b)」を「特定包括許可運用の１の(4)の(ｲ)の(b)」に、「１の(4)の(ﾛ)の(b)」

を「特定包括許可運用の１の(4)の(ﾛ)の(b)」に改め、「輸出令別表第１の１６の項の中欄



に掲げる貨物又は外為令別表の１６の項の中欄に掲げる技術を対象とする場合には、１の

(4)の(ｲ)の(c)に掲げる需要者又は利用する者の誓約書原本及び写し、１の(4)の(ﾛ)の(c)

に掲げる輸入者又は取引の相手方（輸入者と需要者が異なる場合又は取引の相手方と利用

する者が異なる場合）の誓約書原本及び写し並びに需要者若しくは利用する者が再販売、

再移転若しくは再輸出若しくは技術の再提供を行う場合又は輸入者若しくは取引の相手方

（輸入者と需要者が異なる場合又は取引の相手方と利用する者が異なる場合）が、確定し

ている需要者若しくは利用する者（需要者又は利用する者の名称を記載）以外の者に再販

売、再移転若しくは再輸出若しくは技術の再提供を行う場合には、経済産業省の事前同意

を得る、旨の申請者の誓約書原本１通。なお、需要者（利用する者）又は輸入者（取引の

相手方）の誓約書原本は、内容を確認後返却します。」を削る。

１の（２）の⑧及び⑨を削り、⑩を⑧とする。

３の（２）の①から⑨まで以外の文中「⑦」を「⑤」とする。

３の（２）の⑥及び⑦を削り、⑧を⑥とし、⑨を⑦とする。

３の（４）の③及び④を削り、⑤を③とし、⑥を④とする。

４の（１）の⑦及び⑧を削り、⑨を⑦とし、⑩を⑧とし、⑪を⑨とする。

９の文中「ただし、輸出令別表第１の１６の項の中欄に掲げる貨物に係る特定包括輸出

許可及び外為令別表の１６の項の中欄に掲げる技術に係る特定包括役務取引許可について

は、更新時を除いて実績の報告の必要はありません。」を削る。

参考様式２中「（輸出令別表第１の１６の項の中欄に掲げる貨物に係る特定包括輸 を

出許可申請又は外為令別表の１６の項の中欄に掲げる技術に係る特

定包括役務取引許可申請の場合）

４．核兵器等開発等省令又は核兵器等開発等告示の該当規定（該当

号の 欄にレ印を記入のこと。）

第２号 第３号 第５号 第６号 」

削る。

参考様式３中「（輸出令別表第１の１６の項の中欄に掲げる貨物に係る特定包括輸 を

出許可申請又は外為令別表の１６の項の中欄に掲げる技術に係る特

定包括役務取引許可申請の場合）

６．核兵器等開発等省令又は核兵器等開発等告示の該当規定（該当

号の 欄にレ印を記入のこと。）

第２号 第３号 第５号 第６号 」

削る。



参考様式５中「（輸出令別表第１の１６の項の中欄に掲げる貨物に係る特定包括輸 を

出許可申請又は外為令別表の１６の項の中欄に掲げる技術に係る特

定包括役務取引許可申請の場合）

６．核兵器等開発等省令又は核兵器等開発等告示の該当規定（該当

号の 欄にレ印を記入のこと。）

第２号 第３号 第５号 第６号 」

削る。

参考様式６中「（輸出令別表第１の１６の項の中欄に掲げる貨物に係る特定包括輸 を

出許可申請又は外為令別表の１６の項の中欄に掲げる技術に係る特

定包括役務取引許可申請の場合）

５．核兵器等開発等省令又は核兵器等開発等告示の該当規定（該当

号の 欄にレ印を記入のこと。）

第２号 第３号 第５号 第６号 」

削る。


